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認定特定計量証明事業者の認定更新等の取扱いについて 

 

 日頃より計量行政への御理解・御協力いただきありがとうございます。 

さて、平成１６年１０月１日付け経済産業省産業技術環境局知的基盤課から通知された「特定

計量証明事業者の認定更新の取り扱いについて（連絡）」については、適合性評価機関の認定を行

う組織に対する国際規格が制定されるなど特定計量証明事業者認定制度に係る環境変化を踏ま

え、更新手続きをより円滑に進めるため、件名を改め、その内容について下記のとおり全部を改

正することとします。 

 

記 

 

１．認定特定計量証明事業者は高度な分析能力及び信頼性が要求されるものであることから、計

量法（平成４年法律第５１号）第１２１条の２の認定（以下「認定」という。）又は第１２１条

の４第２項の認定の更新（以下「認定の更新」という。）にあたっては、適合性評価機関を認定

する組織に対する要求事項を定めたＪＩＳ Ｑ １７０１１（ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０１１）

に準じた認定プロセスに従って審査を行う。 

 

２．認定の更新の審査にあたっては、３年間の特定計量証明事業の実績として残されている記録

等についても確認する。 

 

３．特定計量証明認定機関が指定されている場合、認定の更新を受けようとする者は、その認定

の申請先にかかわらず、独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「ＮＩＴＥ」という。）又は

特定計量証明認定機関（以下「認定機関等」という。）に認定の更新に係る申請をすることがで

きるものとする。 

 

４．認定機関等は、認定の更新に係る審査期間を考慮し、認定特定計量証明事業者が支障なく継

続して事業を実施できるよう認定の有効期間が満了する日の１年前から認定の更新の申請を



受け付けることとする。また、認定特定計量証明事業者においては、認定の有効期間が満了す

る日の５か月前までに認定の更新を申請することを推奨する。 

 

５．認定の更新の有効期間は、認定の満了の日の翌日から起算して３年とする。 

 

６．その他 

 （１）フォローアップ調査 

特定計量証明事業者認定制度の信頼性を確保するため、認定特定計量証明事業者が継続的

に適切な工程管理や操作マニュアルに従った処理を行っているかについて、当該特定計量証

明事業者を認定した認定機関等が確認を行うためのフォローアップ調査を行う。ただし、認

定特定計量証明事業者が、その認定された事業の区分と同一の事業に対するＪＩＳ Ｑ１７

０２５（ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５）の認定を受けている場合は、ＪＩＳ Ｑ１７０２５（Ｉ

ＳＯ／ＩＥＣ１７０２５）への適合を確認されている項目については、当該フォローアップ

調査の内容を簡素化することができる。 

（２）技能試験に係る情報の提供 

認定特定計量証明事業者の技術的能力が一定水準以上に保たれていることを確認するた

めの技能試験については、認定機関等が当該技能試験の例を公表する。 

 


